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１ 業務名 

  市民運動広場 設計・調査・解析業務 

 

２ 業務の対象地 

  札幌市北区新琴似町 769 番 2（別紙 1 のとおり） 

  対象地の面積：39,356.9126 ㎡ 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

 

４ 業務の背景 

本業務の対象地である北区新琴似の市有地は、過去にごみ処理場として利用され 

ていた土地であり、土壌や地下水でほう素・砒素・ベンゼンなどの物質が環境基準 

を超過していることが確認されている。このことから、平成 29 年度に策定した基 

本設計では、敷地の周囲を鋼矢板で囲み、上部をキャッピングシートで覆うなど、 

汚染対策を行ったうえで、運動広場として活用を図ることを計画していた。 

しかし、詳細な地質調査の結果、整備予定地が想定を上回る軟弱な地盤であるな 

どの課題が判明したため、平成 30 年度に有識者からなる専門家委員会を設置し、 

今後の取るべき方策について、ご議論いただいた。 

その結果、敷地内の一部に試験的に盛土（以下、試験盛土という。）を行い、周囲 

への影響を綿密に観測し、その結果を踏まえ、広場整備が地下水や地盤へ与える影 

響を解析し、汚染拡散防止対策の必要性等について判断することが望ましいとのご 

意見をいただいた。このことから、専門家委員会から提案いただいた、広場整備が

地下水や地盤へ与える影響を解析するための調査・解析等を実施することとした。 

 

５ 業務の目的 

平成 29 年度に策定した基本設計について、広場整備計画を不陸が許容できる土 

地利用に変更したものを改めて策定するとともに、実施予定である試験盛土の仕様 

を検討する。また、本業務で決められた仕様をもとに実施された試験盛土による周 

囲への影響を観測し、その結果を踏まえ、広場整備した場合及び整備しなかった場 

合の汚染物質の拡散状況を予測し、敷地外への汚染拡散のおそれや汚染対策工の必

要性について検討する。 



 

2 

 

６ 仕様書等 

  受託者は、札幌市土木工事共通仕様書、札幌市土木設計業務共通仕様書、札幌市

建築設計業務委託共通仕様書、札幌市地質・土質調査業務共通仕様書及び監督員の

指示に基づいて適正に役務を履行すること。 

 

７ 業務内容 

(1) 運動広場の基本設計（提案説明書 4(4)関係） 

ア 目的 

平成 30 年度に実施した専門家委員会の意見を踏まえ、整備施設、整備範囲 

等を変更することから、平成 29 年度に策定した基本設計をもとに、基本設計 

を策定する。 

イ 対象地・設計対象面積 

対象地：札幌市北区新琴似町 769 番 2 

設計対象面積：39,356.9126 ㎡ 

(想定 PG 場 12,000 ㎡、管理棟・駐車場等 13,000 ㎡、立入禁止区域 15,000 ㎡) 

ウ 検討内容 

(ｱ) 与条件の細部検討 

施設及び建造物の諸元、規模、構造等を検討するうえで必要となる条件 

を整理する。（地質・地形条件、法的規制条件、環境保全条件、準拠すべき 

設計基準、荷重等の設計条件、事業工程等） 

(ｲ) 諸施設の検討及び設計 

上記の条件の検討を踏まえ、設計対象となる施設及び建造物の諸元、規 

模、構造等を検討する。設計対象は下記のとおり。 

a 簡易なパークゴルフ場（18 ホール） 

・整備範囲や盛土高を極力抑え、地盤沈下による汚染拡散への影響を極力 

抑えた最低限の質を確保した施設計画（コースレイアウト、アンジュレ 

ーション）を検討すること。 

・地表及び地下の排水設計、雨水調整池について考慮し、具体的な盛土構 

成、高さ、勾配等の設計をすること。 

・最低限の質（整備面積、距離、芝のレベル等）については、発注者と協 

議のうえ決定すること。 

・当初は 18Ｈを想定しているが、整備後に汚染が拡散しないことが確認 
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されれば、将来的には整備範囲を拡張する計画であるため、将来的に整 

備範囲を拡張できる整備計画とすること。また、拡張する際の施工工程 

について、検討すること。 

b 運動場附帯施設（フェンス等） 

・運動広場の各施設配置等を考慮したうえで、安全性、施工性、経済性等 

を勘案したフェンス等の高さ及び構造を決定すること。 

c 園路・広場 

・土地利用計画及び基本設計を踏まえ、園路・広場の規格、舗装材につい 

て検討すること。 

d 休憩場 

・利用者の動線等を踏まえ、休憩場の配置等について検討すること。 

・整備予定地は、軟弱地盤の沈下量が大きく、不等沈下の発生を完全に防 

止することができないため、重量のある構造物は設置できない。よって、 

休憩場所として十分な広さであり、利用者が日よけ場所として活用で 

き、より経済的で不等沈下の影響を受けない休憩場を検討すること。 

e 駐車場・車路 

・各施設の検討を踏まえ、駐車場必要台数及び必要な車路を検討すること。 

f 管理棟・便所 

・利用者の動線等を踏まえ、配置等について検討すること。 

・整備予定地は、軟弱地盤の沈下量が大きく、不等沈下の発生を完全に防 

止することができないため、重量のある構造物は設置できない。このこ 

とから、トレーラーハウスのような移動式や仮設の管理棟・便所など、 

より経済的で不等沈下の影響を受けない施設を検討すること。 

・トレーラーハウスのような移動式の管理棟・便所については、設置の可 

否、汚水の処理方法、整備費用など、実現に必要な内容を検討すること。 

・仮設の管理棟・便所については、毎年の設置費用・撤去費用、汚水の処 

理方法など、実現に必要な内容を検討すること。 

・移動式及び仮設の管理棟・便所については、あくまで例示であり、不等 

沈下の影響を受けない、より経済的な設置方法について調査・検討する 

こと。 

・施設規模は、用具の貸出を行うために、必要最低限の規模を想定。 

・整備予定地は、市街化調整区域内にあり、公共下水道が整備されていな 
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いため、汲み取り便所の整備、浄化槽の設置及び排水設備の敷設など、 

より経済的な汚水の処理方法について検討すること。 

g 雨水排水設備 

・より経済的な排水方法を検討すること。 

・整備予定地は、市街化調整区域内にあり、公共下水道が整備されていな 

いため、流末については道路縦断管への接続を想定しているが、排水流 

量に制限があるため、関係部局と協議を行いながら、雨水調整池・雨水 

桝の設置、排水勾配等の全体の排水系統について検討すること。 

・整備予定地は軟弱地盤の沈下量が大きいため、プレロードを行う必要が 

あり、整備後も不等沈下が発生する可能性が高い。このため、プレロー 

ドの施工工程を考慮した雨水排水設備の設置方法を検討するとともに、 

不等沈下による影響を受けない雨水排水設備について検討すること。 

h 雨水調整池 

・整備予定地は、250 ㎥/ha 以上の貯留施設の設置が指導されている。必 

要な雨水調整池の規模や流末が受入れ可能な排水流量を考慮し、関係 

部局と協議を行いながら、仕様等を検討すること。 

・整備予定地は、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域に指定されてお 

り、掘削に制限があるため、留意すること。 

i 給水設備 

・整備予定地は軟弱地盤の沈下量が大きいため、プレロードを行う必要が 

あり、整備後も不等沈下が発生する可能性が高い。このため、プレロー 

ドの施工工程を考慮した給水設備の設置方法を検討するとともに、不 

等沈下による影響を受けない給水設備について検討すること。 

j 緑化計画 

・植栽客土の下に防根シートを設置する計画であるため、シートを破らな 

いよう、大きくなる樹木の植栽は避けて、検討すること。 

ｋ 軟弱地盤対策（プレロード工法） 

・整備予定地は、形質変更時要届出区域に指定されており、敷地外へ搬 

出する土壌は汚染土として扱わなければならなく処理費用が高額で 

あることを考慮し、より経済的で、工期を短縮できる施工範囲、施工 

工程、施工期間等を検討すること。 

なお、含有量基準に適合しない土壌の直接摂取を防止するため、基 
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本設計においては、直接摂取を防止するため、舗装範囲を除くほぼ全 

域に、厚さ 50cm 以上の基準不適合土壌以外の土壌により覆うことと 

している。 

この基準不適合土壌以外の土壌は、他の土と混入することを防止する 

ため、基本的に一度入れたら動かせないことも踏まえ、検討すること。 

・プレロード工法の検討においては、施設整備に必要となる土量に計算 

したうえで、盛土材料の確保手法や施工範囲、配管等の必要な施設整 

備を含めた施工手順等を検討すること。 

・実施設計に反映するため、検討した施設計画、盛土厚等から上載荷重 

を計算すること。 

ｌ 汚水排水設備・電気設備 

ｍ その他必要な施設 

(ｳ) 基本設計図等の作成 

前項までの検討結果等を踏まえ、主に以下の事項について検討し、基本 

設計の作成を行う。また、基本設計の内容及びその検討過程についてまと 

めた基本設計説明書の作成を行う。 

ア 計画平面図、イ 造成断面図、ウ 施設平面図、エ 植栽平面図 

オ 設備平面図（電気、給水、雨水排水、汚水排水）、カ 施設標準断面図 

キ 各種詳細図、ク 各種施設の基礎形状 

管理棟・便所 

ア 建築（総合）設計図、基本設計説明書、 

イ 基本構造計画案、構造計画概要書、構造仕様概要書 

ウ 電気設備計画概要書、仕様概要書 

エ 空気調査設備計画概要書、給排水衛生設備計画概要書、仕様概要書、 

オ 工事概算書、色彩計画書、カ 概略工事工程表 

キ 各種技術資料、各記録等、電子データ 

ク 仕様概要表、ケ 仕上表、コ 面積表及び求積図、サ 敷地案内図、 

シ 配置図、ス 平面図（各階）、セ 断面図、ソ 立面図（各階）  

(ｴ) 概算工事費の算出 

設計素案と同時に作成し、担当職員に提出し承認を得ること。また、設計 

案の修正に伴い、概算工事費も修正し、修正毎に担当者に提出し承認を得る 

こと。なお、施設運営に必要となる備品についても考慮し、工事費を算出す 

ること。 
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また、施設整備後の維持管理費について、条件ごとに検討すること。 

(ｵ) 施工スケジュール 

工事の施工工程について検討し、年度ごとのスケジュール及び工事施工 

方法の概略について検討すること。 

エ 検討にあたっての留意点 

上記の検討にあたっては、特に以下に示す事項について留意して検討し、設 

計内容に反映すること。 

(ｱ) 想定される計画盛土高について、実施予定である試験盛土の実施設計に 

反映できるよう早期に検討すること。 

(ｲ) 芝の養生、用土のストック等、施設の運営に必要となるスペースや備品の 

収納場所など、運用方法を考慮し検討すること。 

(ｳ) その他、工事詳細図面の作成を行う実施設計の指標を明確とするため、必 

要な事項について検討すること。 

 

 (2) 試験盛土の仕様及び試験盛土による周囲の影響調査方法の検討（提案説明書 

4(5)ア関係） 

   盛土による地下水・地盤への影響を観測するため、敷地内の一部で試験的に 

行う盛土の仕様及び盛土設置後の周囲への影響調査方法について検討を行う。 

また、決められた仕様をもとに実施された試験盛土による周囲への影響を観測 

し、その結果を広場整備した場合及び整備しなかった場合の汚染物質の拡散状況 

を予測する際のデータとして利用する。 

 

※下記例の⑤定期モニタリングについては、過去の調査結果との比較にも利用するた

め、「地下水位観測の観測方法」を除く部分（赤枠内）は必ず実施すること。 

 

施工方法（例） 

 ① 試験盛土の実施設計 

盛土を実施したことによる地下水位・地盤への影響を観測するため、敷地内 

の一部で試験的に盛土を行うことを計画している。本業務は、試験盛土の設置 

位置・形状・盛土方法・費用・施工工程・施工スケジュール・地下水及び地盤 

への影響を観測する方法などについて検討するもの。また、検討結果をもとに、 

工事の発注と施工に必要な設計図書や数量計算書等を作成するものである。 
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【留意点等】 

   ・早期に試験盛土施工業務の発注を行うため、6 月中旬を目処に発注に必要 

な設計図書等をまとめること。 

・盛土材として必要な土は、購入土(赤土)を予定している。 

・試験盛土の設置位置については、敷地外へ汚染拡散の懸念が少ない位置とす 

ること。また、地下水の水位・水質を調査するための観測孔を破損させない 

位置とすること。 

・別紙 2 の試験盛土の概要を参考に、地下水位・地盤への影響を観測する 

試験盛土の仕様を検討すること。 

  ② 盛土による引き込み沈下解析 

   ア 目的 

     広場整備時に行う盛土による周辺の引き込み沈下の影響が予測されるた 

め、引き込み沈下を予測し、対策工の要否について検討する。 

   イ 解析方法 

     現況地盤解析 地盤変形 簡便法  3 断面を想定 

  ③ 盛土による圧密沈下解析 

ア 目的 

     試験盛土設置後の地盤沈下量の観測結果をもとに、将来的な沈下量を予測

する。 

   イ 解析方法  

     現況地盤解析 地盤圧密 一次元 双曲線法 3 断面の想定 

  ④ 試験盛土を設置した周囲のモニタリング調査 

ア 目的 

試験盛土を設置した周囲で地下水の水位及び水質について観測を行い、試 

験盛土を設置したことによる地下水への影響を確認する。また、試験盛土に 

よる地下水の水位変化及び濃度変化について、三次元移流分散解析のデータ 

に反映させる。 

イ 調査方法 

(ｱ) 地下水の水位調査 

 試験盛土を設置した周囲で地下水の水位を観測し、盛土による地下水の 

水位への影響を確認する。 

     a 調査地点 
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      4 地点：試験盛土を設置する周囲にある既設孔 3 孔と新設孔 1 孔を想定。 

      ※新設孔については、透水試験のために作成した 3 つのボーリング孔の 

うちの一つを観測孔として仕上げること。 

     b 調査時期及び調査回数 

(a) 1 地点：自記水位計にて観測 新設孔を想定 

       最も影響を受けると見込まれる地点のみ、自記水位計にて観測する。 

(b) 3 地点：携帯型地下水位測定機（平地） 

       既存観測孔において、図-1 に示す携帯型地下水位測定機により地下 

水位を測定する。基準点は地下水観測孔の管頭高とする（図-2 参照）。 

      盛土中（3 ヶ月間） 週 1 回 全 11 回 6 月～8 月想定 

      盛土後（7 ヶ月間） 月 1 回 全 5 回  9 月～3 月想定 

※既設孔については、定期モニタリングで 8 月下旬、11 月下旬、2 月下 

旬に調査を行うため、その分の回数を減らしている。   

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ｲ) 地下水の水質調査 

      試験盛土を設置した周囲で地下水の水質を観測し、盛土による地下水の 

水質への影響を確認する。 

    a 調査地点（別紙 3 参照） 

     4 地点：試験盛土を設置する周囲にある既設孔 3 孔と新設孔 1 孔を想定。 

      ※新設孔については、透水試験のために作成した 3 つのボーリング孔の 

うちの一つを観測孔として仕上げること。 

    b 調査回数 

     (a) 新設孔：1 地点 

       盛土中（3 ヶ月間） 週 1 回 全 12 回 6～8 月想定 

       盛土後（7 ヶ月間） 月 1 回 全 7 回 9～3 月想定 

立ち上げ

▽

地盤高(TPm)
水位

(PL-m)

図-1 地下水位観測の模式図 図-2 地下水位観測の模式図 
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     (b) 既設孔：3 地点 

       盛土中（3 ヶ月間） 週 1 回 全 11 回 6～8 月想定 

       盛土後（7 ヶ月間） 月 1 回 全 5 回 9～3 月想定 

       ※既設孔については、定期モニタリングで 8 月下旬、11 月下旬、2 月 

下旬に調査を行うため、その分の回数を減らしている。 

c 採水方法 

孔内の停滞水を採水しないため十分に観測井中の水を揚水し、本来の地下 

水に置き替えてから採水する。このため、井戸内滞水量の 3～5 倍量を目安 

として水中ポンプ等で十分揚水し、目視または透視度測定で濁りが無くな 

り、さらに水素イオン濃度指数、電気伝導率及び水温を測定し水質が安定し 

ていることを確認したうえで採水を行う。 

    d 分析項目及び分析方法 

     (a) 分析項目 

       水質分析項目は、地下水環境基準を超過あるいは超過する可能性を確 

認する最低限の調査項目として、以下のとおり設定する。 

      ・現地測定項目 

       天候、気温、水温、外観、臭気、透視度、電気伝導率、酸化還元電位 

      ・水質分析項目 

       ほう素、砒素、ベンゼン 

     (b) 分析方法 

       水質分析は表-1 に示す方法で行う。このうち、重金属成分の砒素、ほ 

う素については、濁りによる影響を除外するため、試料を 10 分から 30 

分程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45μｍのメンブランフィルターで 

ろ過してろ液を取り、これを検液とする。 

表－1 水質分析方法 

項   目 略 記 号     分  析  方  法 定量下限値 

ベンゼン  JIS K 0125,5.2（ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法） 0.001 mg/L 

砒素 As JIS K 0102,61.2（水素化物発生原子吸光法） 0.001 mg/L 

ほう素 B JIS K 0102,47.4（ICP 質量分析法） 0.02 mg/L 

水 素イ オ ン

濃度 

pH JIS K 0102,12.1(ガラス電極法) － 

酸化還元電位 

（現地測定） 

Eh 下水試験方法第 2 編第 3 章第 5 節（酸化還元電位計法） － 
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電気伝導率 

（現地測定） 
EC JIS K 0102,13(電気伝導率) － 

注) JIS K 0102 ： 日本工業規格「工場排水試験方法」 
    JIS K 0125 ： 日本工業規格「用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法」 
    環境庁告示第 59 号 ： 水質汚濁に係る環境基準について 
    下水試験方法：「下水試験方法（日本下水道協会）」 
 
  
  ⑤ 定期モニタリング 

   ア 目的 

敷地内外の地下水の水位及び水質について観測を行い、地下水の水位、流 

向、有害物質の濃度、分布状況を把握する。また、過去の調査結果と比較し、 

地下水位・水質の変化を確認する。三次元移流分散解析のデータとしても利 

用する。 

イ 調査方法 

(ｱ) 地下水位観測 

地下水位を観測し、観測結果をまとめるとともに、調査地点ごとの経年 

変化についてもまとめる。 

     a 調査地点 

       38 地点（別紙 3 参照） 

 地点数 観測孔名 

敷 地 内 

浅層 

32 A-1、A-4、B-2、B-4、B-6、C-1B、C-3、C-4、C-5、C-7F、

D-2、D-3、№1´、D-4、D-5、D-6、E-2、E-3L、E-4、E-

5、E-6、E-7F、F-2R、F-3、F-4、F-4R、F-4R´、F-4R″、

F-5R、F-6、F-6R 、F-7C 

敷 地 内 

深層 

3 C-1d、C-4d、F-4d 

敷 地 外 

浅層 

3 OB-12、OB-13、OB-14 

     b 調査時期及び調査回数 

       季節ごとの状況を把握するため、以下のとおり、年 4 回行う。 

      ・4 月下旬、8 月下旬、11 月下旬、2 月上旬 

合計調査数：年 4 回×38 地点＝152 回/年 

     c 観測方法 

       既存地下水観測孔において、図-1 に示す携帯型地下水位測定機により 
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地下水位を測定する。基準点は地下水観測孔の管頭高とする（図-2参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 地下水位等高線図の作成 

       調査結果をもとに調査時期ごとに地下水位等高線図を作成し、地下水 

の平面分布、流動状況についてまとめる。また、既往の地下水位等高等 

線図と比較し、地下水流動状況の変化についてまとめる。 

地下水位等高線図作成：4 回 

   (ｲ) 水質調査 

      水質調査を行い、調査結果をまとめ、調査地点及び分析項目ごとに経年 

変化についてまとめる。 

     a 調査地点（別紙 3 参照） 

      21 地点 A-1、A-4、C-1B、C-3、D-3、D-4、D-6、E-2、E-4、E-6、E-7F 

F-2R、F-3、F-4R、F-5R、F-6、F-6R、F-7C、OB-12、OB-13、OB-14 

    ｂ 調査時期及び調査回数 

     (a) 全 21 地点 

        季節ごとの状況を把握するため、以下のとおり、年 4 回行う。 

        ・4 月下旬、8 月下旬、11 月下旬、2 月上旬 

        合計調査数：4 回／年×21 地点＝84 回/年 

     (b) OB-13 地点 

        月 2 回、1 年間（4 月～翌年 3 月） 

合計調査数：2 回／月×12 月－4 回（全 21 地点調査分）＝20 回/年 

     ｃ 採水方法 

       孔内の停滞水を採水しないため十分に観測井中の水を揚水し、本来の 

地下水に置き替えてから採水する。このため、井戸内滞水量の 3～5 倍量 

立ち上げ

▽

地盤高(TPm)
水位

(PL-m)

図-1 地下水位観測の模式図 図-2 地下水位観測の模式図 
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を目安として水中ポンプ等で十分揚水し、目視または透視度測定で濁り 

が無くなり、さらに水素イオン濃度指数、電気伝導率及び水温を測定し 

水質が安定していることを確認したうえで採水を行う。 

※揚水した試料はすべて持ち帰り、適正に処理すること。 

     d 分析項目及び分析方法 

     (a) 分析項目 

        水質分析項目は、地下水環境基準を超過あるいは超過する可能性を 

確認する最低限の調査項目として、以下のとおり設定する。 

       ・現地測定項目 

     天候、気温、水温、外観、臭気、透視度、電気伝導率、酸化還元電位 

       ・水質分析項目 

        全 21 地点調査時：ベンゼン、ほう素、砒素、ｎ-ヘキサン抽出物質 

        OB-13 地点のみ調査時：ほう素 

     (b) 分析方法 

        水質分析は下記の表-1 に示す方法で行う。このうち、重金属成分の 

砒素、ほう素については、濁りによる影響を除外するため、試料を 10 

分から 30 分程度静置した後の上澄み液を孔径 0.45μｍのメンブラン 

フィルターでろ過してろ液を取り、これを検液とする。 

表－1 水質分析方法 

項   目 略 記 号     分  析  方  法 定量下限値 

ベンゼン  JIS K 0125,5.2（ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法） 0.001 mg/L 

砒素 As JIS K 0102,61.2（水素化物発生原子吸光法） 0.001 mg/L 

ほう素 B JIS K 0102,47.4（ICP 質量分析法） 0.02 mg/L 

n-ﾍｷｻﾝ抽出物質 油分等 環境庁告示第 59 号、付表 14（重量法） 0.5 mg/L 

水素イオン濃度 pH JIS K 0102,12.1(ガラス電極法) － 

酸化還元電位 

（現地測定） 
Eh 下水試験方法第 2 編第 3 章第 5 節（酸化還元電位計法） － 

電気伝導率 

（現地測定） 
EC JIS K 0102,13(電気伝導率) － 

注) JIS K 0102 ： 日本工業規格「工場排水試験方法」 
     JIS K 0125 ： 日本工業規格「用水・排水中の揮発性有機化合物試験方法」 
     環境庁告示第 59 号 ： 水質汚濁に係る環境基準について 
     下水試験方法：「下水試験方法（日本下水道協会）」 
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(3) 将来的な汚染物質の拡散状況予測（提案説明書 4(5)イ関係） 

    広場整備した場合及び整備しなかった場合の汚染物質（ほう素）の拡散状況を 

予測するために必要な調査を実施し、その結果を踏まえた解析を行い、敷地外へ 

の汚染拡散のおそれや汚染対策工の必要性について検討を行う。 

施工方法（例） 

① 透水試験 

   ア 目的 

      透水係数を調査し、三次元移流分散解析に利用する。 

   イ 試験内容 

     ・土質ボーリング（オールコア） 

      調査地点：3 地点 

ボーリング径：φ86 

      調査深度：5ｍ（粘土・シルト：3ｍ、砂・砂質土：2ｍ） 

     ボーリング孔保護工：5ｍ  

    ・透水試験 

      試験方法：土質現場透水試験（ケーシング法）、各孔 4 回ずつ実施 

  ② 三次元移流分散解析 

    ア 目的 

      調査・試験結果をもとに、盛土による汚染物質の拡散状況を予測し、将 

来的な汚染拡散のおそれや汚染拡散防止対策工の要否を確認する。 

※8 月、9 月頃までに判明している調査結果をもとに、10 月末日までに一 

度、広場整備による汚染拡散状況の解析結果を概略でまとめること。 

イ 解析ケース 

     非定常解析 2 ケース：現況 1 ケース、盛土実施後 1 ケース 

 

 (4) 試験盛土時の緊急汚染対策の概略検討 

    試験盛土を実施したことにより、敷地外へ汚染が拡散するおそれがあると判 

断された場合に、早期に汚染対策が実施できるよう、事例調査等を行い、緊急汚 

染対策の概略（施工方法・施工費用・施工スケジュール）について検討を行う。 

(5) 簡易揚水試験等 

  ア 目的 

 地下水を揚水し、揚水量と水位低下量の関係を確認し、今後実施予定である 
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揚水試験の規模及び汚染拡散対策基本設計を検討するための参考データとす 

る。また、揚水した地下水について水質試験を行い、揚水した地下水の処理方 

法を検討し、緊急汚染対策の概略検討の参考とする。 

イ 試験内容 

   (1) 簡易揚水試験・揚水した水の処分 

調査箇所：1 箇所（F-5R を想定） 

      揚水量：10～100ℓ/分×30 分＝0.3～3 ㎥ 

      留意点：揚水した水については、法律等に従い、適切に処理すること 

   (2) 揚水した地下水の水質試験 

      調査項目：一律排水基準項目 

    調査頻度：3 回（試験前、試験中、試験後） 

  

 (6) 打合せ協議 

打合せ協議は、初回打合せ、中間打合せ（5 回）、最終打合せ・成果品提出時 

を基本とし、これらのほかに打合せ協議の必要が生じた場合は適宜対応するも 

のとする（3 回想定）。なお、協議記録については、受託者が作成し、委託者に 

提示のうえ、了承を得ること。 

 

 (7) 報告書の作成 

上記(1)～(6)で検討された内容及び調査・解析結果について、業務ごとにと 

りまとめること。なお、資料の作成に当たっては、図表やイラスト等を活用し、 

明瞭でわかりやすい資料を作成するとともに、参考に文献、その他の資料を引 

用した場合は、その文献や資料名を明記すること。 

 

８ 想定スケジュール 

  別紙 4 のとおり 

 

９ 資料の貸与 

 (1) 発注者は、受注者から依頼があった場合には、過去に実施した調査業務の報告 

書、その他関係資料（別紙 5）を貸与する。 

 (2) 受注者は貸与された報告書及び関係資料を成果品納入時までに返還すること。 
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１０ 提出資料 

 (1) 着手時 

契約締結後速やかに業務実施のため担当職員との打合せを行うこと。その際 

に、受託者は業務計画書を委託者に提示し、了承を得ること。 

業務計画書については、業務概要、業務日程表、打合せ計画、その他必要事項 

等について記載することとする。 

 (2) 完了時 

   ア 業務完了届 

   イ 成果品 

    (ｱ) 報告書 

    (ｲ) 議事録 

    (ｳ) 電子データ一式（Excel、Word、PowerPoint を使用して作成すること） 

 

１１ 検査 

 (1) 受注者は、全ての業務完了後に発注者の履行検査を受けなければならない。 

 (2) 本業務は、発注者の検査合格をもって完了とする。 

 (3) 納品後に成果品の記入もれ、不備または誤り等が発見された場合、受注者は速 

やかに訂正、補正、その他必要な措置をとらなければならない。 

 

１２ その他 

 (1) 当該土地は、土壌汚染対策法の「形質変更時要届出区域」に指定されているた 

め、土壌汚染対策法に遵守した設計等を行うこと。 

 (2) 過年度に実施した業務内容を十分に理解したうえで、当該業務を行うこと。 

 (3) 本業務とは別に、本業務の対象地にて試験盛土を施工し、実際の地盤沈下量の 

測定を行う業務を発注する予定である。このことから、その業務を担当する業者 

と試験盛土施工のスケジュールや測定結果の提出時期等について、綿密に打ち 

合わせを行い、両業務が円滑に進むよう調整すること。 

なお、入札の不調等により、試験盛土の施工が遅れる可能性がある。その際は 

委託者と協議のうえ、柔軟に対応すること。試験盛土施工の遅れ等で履行期間に 

行えない業務があれば、改定契約の締結等について検討する。 

(4) 各業務に十分な経験を有する技術者を配置し、業務の円滑な進歩及び熟慮さ 

れた成果品作成を図ること。 
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(5) 業務の遂行において明示されていない事項があるときは、双方で協議して定 

めるものとする。 

 (6) 収集した資料及び検討内容等、本業務の遂行に当たって得た情報については、 

すでに公表されている資料を除いて第三者に漏らしてはならない。 

(7) 本業務の円滑な推進を図るため、綿密な連絡を取り、打合せ及び協議を行うこ 

と。協議した内容については、協議録として書面で残すこと。 

 (8) 関係機関との協議資料、専門家へ本業務の検討結果を説明する資料の作成に 

ついても業務に含むものとする。また、必要に応じ協議に同席し、技術的支援を 

すること。 

 (9) 受託者は、委託者の許可なく本業務の履行に関して取り扱う行政情報等を、本 

業務の目的以外に使用してはならない。 

 (10) 本業務においては、本市の環境マネジメントシステム実施要領に準じ、環境 

負荷低減に努めること。 

 (11) 本業務の遂行にあたり、関係法令、規則等を遵守すること。



 

 

業 務 対 象 地 

  

図-２ 

２  

調査位置 

別紙 1 



 

 

１ 試験盛土実施目的 

ǮǶɅɶȽǓӦѝǲǱǖƲ ǮḨ Ιș ǏȒ Ǔ ᷂Ẇǲ ǠȒǵǒƲǰǵ

῁ǵ ʤ Ǔὕ ǵ ʤ ǲԀǞǭǋȒǒƲ˔ Ǔᶩ ǮǉȒƳȏǪǭƲ

ᶽșὕ ǞƲ᷂ʤ ̬ǵẀӓɵ ↓ǵⅎǓȑƲ Ǯ˔ ǞǦ ʤ ǯὕ ǵ ʤ ǵ

˅ ș ǠȒƳ 

２ 試験盛土の仕様（案） 

(1)  ῂ 6 ǒȐ 8 90  

(2)  1  

(3)   ᶽ Ǔ ǠȒɨȷȭș ǞƲ30cm 10 ↓ǡǫ ᶽǠȒ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 (4 ) ̬  

    ᶫ- 1Ʋ2 ǵ ѝș ὑǠȒƳ 

   

Ū Case 3 ῁ 2 3 ǶƲ̬ ǠȒ ѝǓᾯ ǮǉȑƲ ᷂ṑ ǲ ǞǭǋȒǚǯș

Ҵ ǞƲ ǵΒ ǒȐẆǠƳ 

ū ᷂КЋ̱ǵ ↓ș ǞǦ₳ 24 ₴ 10 ǮƲ ȉ ↓Ǔ ǒǪǦ᷂ Ǔ D-

3 ᷂ ǮǉȒƳǤǵ᷂ Ƕ Case2 ῁ 1 2 ǲǉǦȑƲ ᷂ṑ ǒȐ ȓǦḹ ǲ̬

ǞǭǑȑƲ ᷂ ǯǞǭ ȅǞǋǯ ǏȐȓȒƳ 

Ŭ ǚǵǦȈƲD- 3 ᷂ ̂ ǮƲɠɉȽɨɱȮ ἩǯǒǽȐǱǖƲCase2 ῁ 1 2 ǵ

ᶪǓẉǋ᷂ ǲḹ ș ὑƳ 

 (5 ) ᶽǵ◐  

    ̊ʤǵ◐ ș ὑǞǭǋȒ 

   

Ū ᾛ ρǯǠȒḹֻƲ ᷂Ẇǿǵ ș Ǘǚǯ֗Ǻ ᶽ ș ȐǠǚǯș  

ǞƲᶫ- 1Ʋ2 ǵ ѝǵǯǑȑƲ ᷂ṑ ǒȐ ș ǋǭǵⅎḹ ρș ǞǭǋȒƳ 

   ū ǚǵ ᶪǮ Case2 ǲ ǠȒ Ẏ ᶽ Ǔ 1.5 ǮǉȒǚǯǒȐƲǚǵΙǲ˔ ʤ

0.5 șқǏǦ 2 ș ᶽ ǲ ὑ Ẏ ᶽ 1.5 + ʤ 0.5 Ƴ 

  ₳ ᶫ                  ᶫ 

 

 

 

 

 

 

３ 地下水位・水質調査及び地盤沈下量計測の概要 

(1)  ᷂ʤ ̬ɵ  

   ᶽǵ ǲ̢Ǎ᷂ʤ ̬֗Ǻ ǵẀӓș ǠȒƳ 

  Ū ᷂  

    ᶫ 2 ǵǯǑȑ 

  ū  

    ȂǍ Ʋ ƲɗɱȺɱ 

  Ŭ ↓ 

    ᶽʴ 3 ɴ 1 ᶥƲ ᶽ♥ 8 ɴ 1 ᶥ 

     

(2)  ʤ  

   ᶽǵ ǲ̢Ǎ᷂ ǵ ʤ ș ǠȒƳ 

  Ū ̬  

    ‼ ₳ ᶫǵǯǑȑ 

  ū ↓ 

    ᶽʴ       1 ᶥ 10  9 ᶥ 

    ᶽ♥ 3 ɴ    1 ᶥ    3 ᶥ    

ᶽǵ  

ᶽ 1,064 ᶭ  
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ᶫ- 1  

凡例 

    最小限整備範囲（仮） 

      試験盛土設置位置（仮） 

   最大計画盛土高地点 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᶫ- 2  

凡例 

     最小限整備範囲（仮） 

  試験盛土設置位置（仮） 

定期モニタリング地点 

試験盛土時の経過観測孔（仮） 



 

 

 

別紙 3 



 

 

1 1

別紙 4 



 

 

貸出資料 

(1) 平成 29 年度運動広場基本設計策定時からの課題まとめ資料 

(2) 
市民運動広場用地土壌調査 報告書        

【平成 17 年度発注業務】 

(3) 
モニタリング調査業務報告書 

【平成 18、20、24、26、27、28、29、30 年度発注業務】 

(4) 
（仮称）新琴似市民運動広場整備計画調査業務 報告書   

【平成 22 年度発注業務】 

(5) 
（仮称）市民運動広場用地土壌調査業務 報告書      

【平成 23 年度発注業務】 

(6) 
（仮称）市民運動広場用地利用・調査計画業務 報告書   

【平成 26 年度発注業務】 

(7) 
市民運動広場用地利用計画・調査業務 報告書      

【平成 27 年度発注業務】 

(8) 
新琴似市民運動広場専門家委員会等運営支援業務 報告書 

【平成 28 年度発注業務】 

(9) 
市民運動広場用地地歴調査・土壌ガス調査業務 報告書  

【平成 29 年度発注業務】 

(10) 
市民運動広場用地土壌汚染状況調査業務 報告書     

【平成 29 年度発注業務】 

(11) 
新琴似市民運動広場基本設計業務・調査業務 報告書   

【平成 29 年度発注業務】 

(12) 
専門家委員会運営支援業務 報告書     

【平成 30 年度発注業務】 

(13) その他、委託者が保有している調査業務報告書等 

 

 

別紙 5 


